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か
以
下
の
項
目
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と 

（
１
）
点
呼
時
に
お
け
る
出
区

番
線
伝
達 

（
２
）
乗
務
員
の
起
床
装
置
管

理
及
び
設
定 

（
３
）
起
床
装
置
の
不
具
合
対
応 

（
４
）
乗
務
員
体
調
不
良
等
対
応 

（
５
）
出
場
遅
延
と
な
っ
た
場

合
の
対
応  

（
６
）
輸
送
障
害
時
の
乗
務
員

タ
ク
シ
ー
便
乗
手
配
・
管
理  

（
７
）
急
遽
の
運
用
変
更
に
よ

る
留
置
番
線
の
変
更
、
入
出

区
時
刻
の
伝
達  

（
８
）
運
用
変
更
に
よ
る
入
出

区
時
刻
の
設
定
及
び
相
互

チ
ェ
ッ
ク  

（
９
）
貨
物
会
社
の
点
呼 

（
10
）
運
転
報
抜
粋 

（
11
）
運
転
統
計
の
入
力  

（
12
）
四
半
期
達
の
抜
粋
及
び

相
互
チ
ェ
ッ
ク  

（
13
）
入
出
区
時
刻
の
把
握  

（
14
）
機
関
車
入
出
区
使
用
計
画  

（
15
）
機
関
車
使
用
計
画
作
成  

（
16
）
機
関
車
仕
業
検
査
の
発

注
及
び
施
行
確
認  

（
17
）
機
関
車
の
ハ
ン
ド
ル
と

鍵
の
管
理
方
法  

（
18
）
保
守
作
業
事
前
打
ち
合

わ
せ  

（
19
）
保
守
作
業
に
関
わ
る
照

【
新
津
運
輸
区
関
係
】 

９
．
新
津
派
出
に
お
け
る
輸
送

Ｇ
、
検
修
Ｇ
の
要
員
及
び
具

体
的
業
務
内
容
に
つ
い
て
明

ら
か
に
す
る
こ
と
。 

10
．
Ｄ
Ｃ
の
Ａ
行
路
が
夜
間
乱

れ
た
場
合
誰
が
運
用
変
更
に

伴
う
対
応
を
行
う
の
か
明
ら

か
に
す
る
こ
と
。 

11
．
Ｓ
Ｌ
の
社
員
養
成
に
つ
い

て
施
策
実
施
以
降
の
考
え
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
。 

 

【
長
岡
車
両
セ
ン
タ
ー
関
係
】 

12
．
長
岡
車
両
セ
ン
タ
ー
に
お

い
て
残
存
す
る
車
両
検
修
設

備
の
管
理
は
施
策
実
施
以
降

ど
の
よ
う
に
行
っ
て
い
く
の

か
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。 

13
．
石
打
車
庫
や
十
日
町
車
庫

は
施
策
実
施
以
降
ど
の
よ
う

に
管
理
し
て
い
く
の
か
明
ら

か
に
す
る
こ
と
。 

14
．
長
岡
車
両
セ
ン
タ
ー
で
車

両
故
障
が
発
生
し
た
場
合
の

対
応
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。 

15
．
Ｓ
ｈ
ｕ
＊
Ｋ
ｕ
ｒ
ａ
の
保

全
・
臨
時
修
繕
は
ど
こ
で
、
誰

が
行
う
の
か
明
ら
か
に
す
る

こ
と
。  

16
．
Ｅ
Ｌ
・
Ｄ
Ｌ 
の
仕
業
検

査
を
ど
の
よ
う
に
行
う
の
か

明
ら
か
に
す
る
こ
と
。 

17
．
長
岡
車
両
セ
ン
タ
ー
で
の

分
割
作
業
は
誰
が
行
う
の
か

明
ら
か
に
す
る
こ
と
。 

18
．
長
岡
車
両
セ
ン
タ
ー
当
直

が
行
っ
て
い
た
業
務
は
施
策

実
施
後
ど
の
よ
う
に
行
う
の

よ
う
に
行
う
の
か
明
ら
か
に

す
る
こ
と
。 

６
．
施
策
実
施
以
降
マ
ザ
ー
ベ

ー
ス
は
ど
の
総
合
車
両
セ
ン

タ
ー
に
な
る
か
明
ら
か
に
す

る
こ
と
。 

 

【
新
潟
車
両
セ
ン
タ
ー
関
係
】 

７
．
新
潟
車
両
セ
ン
タ
ー
に
お

け
る
総
務
Ｇ
、
設
備
Ｇ
、
技
術

Ｇ
、
計
画
Ｇ
、
新
車
Ｇ
、
輸
送

Ｇ
、
検
修
Ｇ
の
各
要
員
及
び

具
体
的
業
務
内
容
に
つ
い
て

明
ら
に
す
る
こ
と
。 

８
．
機
関
車
、
気
動
車
、
及
び

新
動
力
車
Ｇ
Ｖ
に
つ
い
て
以

下
の
項
目
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と  

（
１
）
留
置
箇
所 

（
２
）
運
用
管
理
担
当
者 

（
３
）
品
質
保
証
管
理
担
当
者 

（
４
）
契
約
担
当 

（
５
）
タ
イ
ヤ
管
理 

（
６
）
入
出
場
管
理
担
当 

（
７
）
仕
業
発
注
箇
所 

（
８
）
Ａ
Ｔ
Ｓ 

管
理
担
当 

（
９
）
圧
力
計
管
理
担
当 

（
10
）
故
障
発
生
時
の
速
報
発
行  

（
11
）
月
保
全
及
び
年
保
全
の

施
工
場
所  

（
12
）
搭
載
品
管
理
担
当  

（
13
）
予
備
品
、
消
耗
品
等
資

材
管
理
担
当  

（
14
）
周
期
管
理
及
び
運
用
時

の
燃
料
管
理
担
当  

（
15
）
仕
様
変
更
な
ど
文
書
に

関
わ
る
担
当  

（
16
）
列
車
キ
ロ
等
車
両
管
理

シ
ス
テ
ム
への
入
力
担
当
者 

ら
れ
て
い
ま
す
。 

組
合
員
・
社
員
の
働
き
方
や

生
活
設
計
に
大
き
な
影
響
を

及
ぼ
す
施
策
で
あ
り
、
さ
ら
な

る
解
明
が
必
要
で
あ
る
こ
と

か
ら
新
潟
地
本
は
１
月
27
日
、

申
13
号
「
新
潟
支
社
に
お
け
る

運
輸
車
両
部
門
の
組
織
再
編

に
つ
い
て
」
に
対
す
る
第
二
次

申
し
入
れ
（
車
両
職
場
再
編
・

検
修
業
務
関
係
）
を
提
出
し
ま

し
た
。 

 

新
潟
地
本
は
昨
年
11
月
４

日
に
提
案
を
受
け
た
「
新
潟
支

社
に
お
け
る
運
輸
車
両
部
門

の
組
織
再
編
に
つ
い
て
」
の
全

体
像
を
解
明
す
る
た
め
に
申

８
号
で
第
一
次
申
し
入
れ
を

行
い
、
新
潟
支
社
と
団
体
交
渉

を
行
い
ま
し
た
。 

団
体
交
渉
以
降
も
関
係
職

場
で
は
施
策
実
施
後
の
業
務

執
行
体
制
や
働
き
方
が
見
え

ず
、
疑
問
や
不
安
の
声
が
寄
せ

ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
進
め
る
の
か

明
ら
か
に
す
る
こ
と
。 

４
．
各
職
場
で
発
行
さ
れ
て
い

る
作
業
指
示
書
・
業
務
連
絡

は
ど
の
よ
う
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
で
周
知
を
行
う
の
か
明
ら

か
に
す
る
こ
と
。 

５
．
各
社
員
の
安
全
靴
、
手
袋
、

デ
ス
コ
ン
棒
の
管
理
、
保
護

具
の
耐
圧
試
験
は
誰
が
ど
の

１
．
新
潟
車
両
セ
ン
タ
ー
に
お

い
て
車
両
職
の
全
て
を
学
ぶ

こ
と
が
可
能
な
方
法
を
具
体

的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。 

２
．
車
両
職
の
新
入
社
員
や
転

入
者
教
育
、
車
種
転
換
教
育

は
ど
こ
で
行
う
の
か
明
ら
か

に
す
る
こ
と
。  

３
．
各
職
場
の
安
全
作
業
要
領

等
の
教
育
を
ど
の
よ
う
な
ス

ど
誰
が
ど
こ
で
手
配
を
す
る

の
か
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。 

26
．
長
岡
の
車
両
部
品
を
誰
が

管
理
す
る
の
か
明
ら
か
に
す

る
こ
と
。 

27
．
新
津
派
出
及
び
長
岡
に
お

け
る
危
険
物
保
安
監
督
者
及

び
実
務
者
は
誰
が
行
う
の
か

明
ら
か
に
す
る
こ
と
。 

28
．
産
業
廃
棄
物
の
管
理
責
任

者
及
び
実
務
者
は
誰
が
行
う

の
か
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。 

 

【
グ
ル
ー
プ
会
社
関
係
】 

29
．
施
策
実
施
に
伴
う
グ
ル
ー

プ
会
社
に
対
す
る
説
明
会
を

開
催
す
る
の
か
明
ら
か
に
す

る
こ
と
。 

30
．
施
策
実
施
以
降
、
長
岡
車

両
セ
ン
タ
ー
Ｎ
Ｔ
Ｓ
で
仕
業

検
査
時
に
不
具
合
が
あ
っ
た

場
合
の
誰
が
対
応
す
る
の
か

明
ら
か
に
す
る
こ
と
。 

31
．
施
策
実
施
以
降
、
長
岡
車

両
セ
ン
タ
ー
Ｎ
Ｔ
Ｓ
と
ど
の

よ
う
に
作
業
発
注
を
行
う
の

か
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。 

32
．
長
岡
車
両
セ
ン
タ
ー
廃
止

後
に
長
岡
で
臨
時
作
業
が
発

生
す
る
際
、
長
岡
の
Ｎ
Ｔ
Ｓ

へ
誰
が
作
業
の
発
注
を
行
う

の
か
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。 

 

 

合
及
び
チ
ェ
ッ
ク 

（
20
）
き
電
停
止
に
関
わ
る
対
応  

（
21
）
部
外
業
者
構
内
立
ち
入

り
管
理  

（
22
）
遺
失
物
の
取
り
扱
い 

19
．
長
岡
車
両
セ
ン
タ
ー
構
内

に
お
い
て
積
雪
状
況
等
の
把

握
は
誰
が
行
う
の
か
明
ら
か

に
す
る
こ
と
。 

20
．
長
岡
車
両
セ
ン
タ
ー
内
の

駐
車
場
及
び
庁
舎
周
辺
の
除

雪
は
ど
の
よ
う
対
応
す
る
の

か
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。 

21
．
長
岡
車
両
セ
ン
タ
ー
構
内

の
除
雪
は
ど
の
よ
う
対
応
す

る
の
か
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。 

22
．
長
岡
車
両
セ
ン
タ
ー
が
廃

止
に
な
る
事
で
こ
れ
ま
で
冬

期
要
員
が
行
っ
て
い
た
業
務

に
つ
い
て
施
策
実
施
以
降
ど

の
様
に
対
応
を
行
っ
て
い
く

の
か
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。 

23
．
冬
期
、
除
雪
機
の
給
油
は

誰
が
す
る
の
か
明
ら
か
に
す

る
こ
と
。 

24
．
冬
期
の
パ
ン
上
げ
、
予
熱

な
ど 

Ｎ
Ｔ
Ｓ
の
発
注
を
誰

が
ど
の
よ
う
に
行
う
の
か
明

ら
か
に
す
る
こ
と
。 

 

【
資
材
事
務
関
係
】 

25
．
事
務
用
品
や
車
両
部
品
な
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申
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